
１ 基本方針

２ 内容

 （１）子育て世帯への支援

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

323,222 323,222

小学校給食費の無償化
【学務課】

小学生がいる世帯において、コロナ禍における物価高騰等に直面する保護
者の負担軽減を図るため、小学校給食費を無償化する。
＜対象期間＞令和４年４月～７月（１学期）
【財源：コロナ対応地方創生臨時交付金(国) 239,761、
　　　　小学校給食費(諸) △239,761】

- - -

 （２）住民税非課税世帯等への支援

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

353,187 353,187

住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金
の支給
【地域福祉課】

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高
騰等に直面し、より厳しい経済状況にある住民税の非課税世帯等への生活
を支援するため、臨時特別給付金を支給する。
＜対　象＞令和４年度（令和３年中所得）において市民税均等割が非課税
　　　　　である世帯
　　　　　※既に令和３年度非課税世帯、または家計急変世帯として受給
　　　　　　済の世帯を除く。
＜支給額＞１世帯あたり１０万円
＜支　給＞７月下旬以降順次
【財源：国 353,187】

353,187 353,187

補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）の 内 容 に つ い て

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に対応するため、

より厳しい経済状況にある子育て世帯や非課税世帯等を支援する。

（単位：千円）

事　業

子育て世帯への支援

子育て世帯への生活支
援特別給付金の支給
【こども政策課】

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高
騰等に直面し、より厳しい経済状況にある子育て世帯の生活を支援するた
め、児童扶養手当等を受給する世帯等に対し、子育て世帯生活支援特別給
付金を支給する。
＜対　象＞
［ひとり親世帯］
　①令和４年４月分の児童扶養手当を受給している者
　②公的年金給付等受給により令和４年４月分の児童扶養手当を受給して
    いない者※所得制限あり
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手
    当受給者と同水準にある者
［ひとり親世帯以外（非課税世帯等）］
　④令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給しており、
　　令和４年度分の市民税が非課税である者
　⑤令和４年度分の市民税が非課税である対象児童の養育者（④除く。）
　⑥新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、市民税非
　　課税と同水準にある対象児童の養育者
＜支給額＞児童１人あたり５万円
＜支　給＞①：６月下旬（申請不要）、④：７月中旬以降（申請不要）、
　　　　　②・③・⑤・⑥：申請に基づき７月中旬以降順次
【財源：国 323,222】

323,222 323,222

（単位：千円）

事　業

住民税非課税世帯等への支援



 （３）ウクライナ避難民への支援

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

1,440 1,440

ウクライナ避難民への
生活支援金の支給
【地域福祉課】

ウクライナから避難されてきた方が安心した生活を送れるよう支援するた
め、生活支援金を支給する。
＜対　象＞ウクライナから茨木市内に避難されてきた世帯
　　　　　　（日本に在住する親族や知人等の身寄りがある方）
＜支給額＞１人あたり７２，０００円／月
　　　　　　（同一世帯２人目以降は４８，０００円／月）
【財源：コロナ対応地方創生臨時交付金(国) 1,440】

1,440 1,440

ウクライナ避難民への支援

（単位：千円）

事　業


